
本日の講義内容
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1. 2022年度診療報酬改定の概略

2. 2022年度診療報酬改定
① 感染症

② 外来

③ 在宅

④ オンライン診療

⑤ 精神科：外来

⑥ その他：透析、不妊など

3. 外来機能報告

4. 改定を受けた診療所が取るべき対応



感染症
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感染症における診療報酬改定ポイント

1. 診療所の外来における外来感染対策向上加算が新設

2. 上記加算を算定する診療所および感染対策向上加算２，３を算定する医療機
関が感染対策向上加算１を算定する医療機関と連携する場合の加算が新設

3. 感染対策向上加算１を算定する医療機関は、地域における感染対策の指導的
立場が求められる

4. 新型コロナ対応の施設基準等の特例は令和4年4月以降も原則として継続
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出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定の概要（３月４日版）」



【Ⅰ－２医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取組－①】

①外来診療時の感染防止対策の評価の新設及び感染防止対策加算の見直し
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第１基本的な考え方

平時からの個々の医療機関等における感染防止対策に加え、地域の医療 機関等が連携して実施する
感染症対策を 更 に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る体制について新たな評価を
行うとともに、感染防止対策加算について、名称、要件及び評価を見直す。

第２具体的な内容

１．診療所について 、平時からの感染防止対策 の実施や、 地域の医療機関等が連携して実施する
感染症対策への参画を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る評価を新設する。

（新）外来感染対策向上加算 6点（月1回）

［算定要件］初診料、再診料、小児科外来診療料、地域包括診療料、在宅患者訪問診療料等算定時

［施設基準］

（１）専任の院内感染管理者が配置されていること。

（２）当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が
整備されていること。

（３）当該部門において、医療有資格者が適切に配置されていること。

（４）感染防止対策につき、感染対策向上加算１に係る届出を行っている保険医療機関又は地域の
医師会と連携すること。

（５）診療所であること。

（６)感染防止に係る部門（以下「感染防止対策部門」という。）を設置していること。

（７）６ に掲げる部門内に、専任の医師、看護師 又は 薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管
理者として 配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。

（８）感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第516回）資料
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［施設基準（続）］

（９）７ に掲げる院内感染管理者 により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた
標準予防策、感染経 路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬
適正使用等の内容を盛り込んだ手順書（マニュアル）を作成し、各部署に配布していること。な
お、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。

（10) ７ に掲げる 院内感染管理者 により、職員を対象として、少なくとも年２回程度、定期的
に院内感染対策に関する研修を行ってい ること。
（11) ７ に掲げる 院内感染管理者は、少なくとも年２回程度、感染 対策 向上 加算１に係る届出
を行った医療機関 又は地域の医師会 が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに
参加していること。

（12 ）院内の抗菌薬の適正使用 について、連携する感染対策向上加算１に係る届出を行った医療
機関又は地域の医師会から助言等を受けること。

（13) ７ に掲げる院内感染管理者は、１週間に１回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例
の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。

（1 6 ）新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線を分
けることができる体制を有すること。

（1 8 ）新興感染症の発生時等や院内アウト ブレイクの発生時等の有事の際の対応について、連
携する感染対策向上加算１に係る届出を行った医療機関等とあらかじめ協議し、地域連携に係る
十分な体制が整備されていること。

（19) 区分番号Ａ２３４－２ に掲げる 感染対策向上加算 に係る 届出 を行

っていない診療所であること。

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第516回）資料
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第２具体的な内容

２．外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関が、感染対策向上加算１に係る
届出を行っている他の保険 医療機関に対し、定期的に院内の感染症発生状況等について報告を
行っている場合及び地域のサーベイランスに参加している場合の 評価 を それぞれ 新設する 。

（新） 連携強化加算 ３点（月１回）

［施設基準］

（１）他の保険医療機関（感染対策向上加算１に係る届出を行っている保険医療機関に限る。）
との連携体制を確保していること。

（２）外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

（３）連携する感染対策向上加算１に係る届出を行った医療機関に対し、過去１年間に４回以上、
感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。

（新） サーベイランス強化加算 １点（月１回）

［施設基準］

（１）地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。

（２）外来感染対策向上加算に係る届出を行っている 保険医療機関であること。

（３) 院内感染対策サーベイランス（ JANIS ）、感染対策連携共通プラットフォーム（ J 
SIPHE ）等、地域や全国のサーベイランスに参加していること 。

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第516回）資料
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